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監
　
査
　
公
　
表

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

監
査
対
象
機
関

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
指
摘
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
農
林
水
産
部
）

農
林
水
産
研
究
指
導

セ
ン
タ
ー
農
業
研
究

部
花
き
グ
ル
ー
プ

平
成
3
0
年
1
2
月
1
3
日

指
摘
事
項

　
備
品
の
購
入
に
つ
い
て
、
見
積
合
わ
せ
等
で
納
入
業

者
を
決
定
し
、
備
品
が
納
入
さ
れ
、
備
品
取
得
登
録
も

終
了
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
出
負
担
行
為
を

行
っ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
、
支
出
負
担
行
為
、
支
出
命
令
を
起
票
し
、

支
払
い
を
行
っ
た
。
管
理
担
当
の
職
員
は
、
備
品
経
費

執
行
管
理
表
を
作
成
し
グ
ル
ー
プ
長
、
事
業
担
当
の
職

員
と
の
間
で
執
行
管
理
を
行
う
よ
う
に
し
た
。

（
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
）

佐
伯
鶴
城
高
等
学
校
平
成
3
0
年
1
0
月
1
8
日

指
摘
事
項

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
県
立
学
校
証
明
料
と
し

て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を

超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が

臨
時
監
査
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、
更
に
、
そ
の
後
の
定

期
監
査
に
お
い
て
も
同
様
の
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
収
納
が
あ
っ
た
都
度
現
金
払
込
票
を
作
成
し
、
当
日

入
金
す
る
よ
う
に
し
た
。

　
ま
た
、
執
務
室
内
の
連
絡
用
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
現

金
収
納
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
載
し
、
更
に
ｅ
－
オ
フ
ィ

ス
シ
ス
テ
ム
の
カ
レ
ン
ダ
ー
で
月
末
の
現
金
払
込
日
を

事
務
室
で
情
報
共
有
す
る
よ
う
改
め
た
。

日
田
高
等
学
校

平
成
3
0
年
９
月
2
6
日

指
摘
事
項

　
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
対
外
運
動
競
技
等
引
率

指
導
の
業
務
内
容
を
適
切
に
確
認
し
て
お
ら
ず
、
手
当

を
誤
っ
て
支
給
し
て
い
る
事
例
が
前
回
定
期
監
査
に
引

き
続
き
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
追
加
支
給
を
行
っ
た
。

監
査
委
員
公
表
第
6
4
3
号

　
平
成
3
1
年
３
月
2
9
日
付
け
監
査
第
6
3
8
号
で
提
出
し
た
定
期
監
査
結
果
の
報
告
に
対
し
、
大
分
県
知
事
、

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
及
び
大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
1
2
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

　
　
令
和
元
年
８
月
９
日

大
分
県
監
査
委
員
　
　
首
　
　
　
藤
　
　
　
博
　
　
　
文
　

大
分
県
監
査
委
員
　
　
長
　
　
　
野
　
　
　
恭
　
　
　
子
　

大
分
県
監
査
委
員
　
　
三
　
　
　
浦
　
　
　
正
　
　
　
臣
　

大
分
県
監
査
委
員
　
　
小
　
　
　
嶋
　
　
　
秀
　
　
　
行
　

１
　
指
摘
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況



令
和
元
年
八
月
九
日

二

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

注
意
事
項
②

　
時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
週
休
日
に
勤
務
を
命

じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
手
当
の
支
給
手
続

を
執
っ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

　
不
支
給
分
に
つ
い
て
は
、
確
認
後
、
直
ち
に
追
加
支

給
し
た
。

　
今
後
と
も
週
休
日
に
旅
行
を
命
じ
た
場
合
に
お
け
る

時
間
外
勤
務
の
事
前
命
令
及
び
事
後
確
認
を
徹
底
す
る

と
と
も
に
、
本
人
及
び
班
総
括
等
が
出
勤
簿
カ
レ
ン
ダ

ー
を
相
互
に
確
認
す
る
こ
と
で
、
時
間
外
勤
務
手
当
の

適
正
な
処
理
を
促
し
て
い
く
。

西
部
保
健
所

平
成
3
0
年
９
月
1
1
日
、
９

月
1
3
日
、
1
0
月
2
2
日

注
意
事
項

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
毎
月
開
催
す
る
職
場
会
議
に
お
い
て
、
所
属
長
か
ら

全
職
員
に
対
し
て
、
安
全
運
転
の
励
行
、
交
通
事
故
防

止
の
徹
底
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
指
導
を
行
っ
て
い

る
。

　
ま
た
、
地
区
安
全
衛
生
委
員
会
主
催
の
交
通
安
全
講

習
会
に
も
積
極
的
に
職
員
を
派
遣
し
、
受
講
さ
せ
て
い

る
。

　
今
後
と
も
、
会
議
で
の
指
導
や
交
通
安
全
講
習
を
通

じ
て
、
事
故
防
止
の
周
知
を
徹
底
し
て
い
く
。

北
部
保
健
所

平
成
3
0
年
８
月
2
0
日
、
８

月
2
1
日
、
９
月
2
6
日

注
意
事
項

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
交
通
事
故
防
止
と
安
全
運
転
の
励
行
に
つ
い
て
は
、

平
素
よ
り
会
議
や
庁
内
メ
ー
ル
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
機
会

を
通
じ
て
職
員
を
指
導
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
外
部
講
師
に
よ
る
交
通
安
全
講
習
会
を
開
催

し
、
交
通
安
全
教
育
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
今
後
、
同
手
当
支
給
時
に
は
、
根
拠
の
確
認
を
徹
底

し
、
必
ず
複
数
の
職
員
に
よ
る
け
ん
制
機
能
の
徹
底
を

行
う
。

２
　
注
意
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

監
査
対
象
機
関

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
注
意
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
福
祉
保
健
部
）

東
部
保
健
所

平
成
3
0
年
８
月
2
1
日
か
ら

８
月
2
3
日
ま
で
、
1
0
月
３

日

注
意
事
項

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
衛
生
委
員
会
等
で
情
報
共
有
し
、
健
康
管
理
を
含
め

た
事
故
防
止
策
を
協
議
し
た
。

　
ま
た
、
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に
対
し
て
所
長
に
よ

る
個
別
面
談
を
実
施
し
た
。

　
更
に
、
事
故
防
止
の
た
め
の
注
意
事
項
等
を
ま
と
め

た
資
料
を
作
成
し
、
事
故
発
生
時
の
対
応
方
法
と
併
せ

て
全
職
員
に
対
し
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
公
用
車
に

も
配
備
し
た
。

　
今
後
と
も
、
衛
生
委
員
会
で
の
事
故
防
止
策
の
協
議

や
注
意
喚
起
を
徹
底
し
て
い
く
。

中
部
保
健
所

平
成
3
0
年
９
月
７
日
、
1
0

月
1
2
日

注
意
事
項
①

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
保
健
環
境
手
数
料
等
と

し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間

を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例

が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

　
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
現
金
の
払
込
期
限
に
つ
い

て
認
識
が
不
十
分
だ
っ
た
職
員
を
含
め
、
事
務
職
員
に

対
し
て
現
金
出
納
事
務
に
係
る
研
修
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
適
正
な
払
込
処
理
を
行
え
る
よ
う
金
庫
及
び
行

動
予
定
表
に
現
金
払
込
日
を
明
示
し
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
強
化
し
た
。

　
今
後
と
も
研
修
の
実
施
や
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を

通
じ
て
現
金
出
納
事
務
の
適
正
な
処
理
を
徹
底
し
て
い

く
。
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大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

た
。

措
置
状
況

　
Ｘ
線
光
電
子
分
光
分
析
装
置
の
よ
う
に
定
期
点
検

（
１
回
／
年
）
と
高
安
定
性
に
必
要
な
消
耗
品
の
交
換

及
び
故
障
修
理
対
応
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

保
守
点
検
業
務
に
つ
い
て
は
、
消
耗
品
の
交
換
を
見
越

し
て
定
期
点
検
を
年
度
末
で
は
な
く
、
1
2
月
末
ま
で
に

実
施
す
る
よ
う
に
改
め
る
。

　
保
守
点
検
業
務
で
消
耗
品
の
交
換
が
必
要
に
な
っ
た

場
合
は
、
年
度
内
履
行
を
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ

う
定
期
点
検
後
速
や
か
に
作
業
報
告
書
を
提
出
さ
せ
、

会
計
担
当
班
及
び
機
器
を
管
理
す
る
担
当
班
の
双
方
で

確
認
す
る
。

　
セ
ン
タ
ー
会
議
や
班
会
議
を
通
じ
て
、
業
務
委
託
に

つ
い
て
は
時
間
的
余
裕
を
持
っ
て
早
め
に
か
つ
計
画
的

に
実
施
す
る
こ
と
な
ど
を
指
示
し
、
機
器
を
管
理
す
る

研
究
員
に
対
し
て
年
度
内
業
務
完
了
を
徹
底
す
る
。

（
知
事
部
局
・
農
林
水
産
部
）

農
林
水
産
研
究
指
導

セ
ン
タ
ー
農
業
研
究

部

平
成
3
1
年
１
月
８
日
、
１

月
９
日
、
１
月
3
0
日

注
意
事
項
①

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
生
産
物
売
払
収
入
と
し

て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を

超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

　
事
務
担
当
の
班
内
で
会
計
規
則
等
の
再
確
認
を
行
っ

た
。

　
ま
た
、
領
収
し
た
現
金
を
金
庫
に
入
れ
る
際
に
は
金

額
を
記
録
し
、
払
込
み
前
に
複
数
の
職
員
で
現
金
と
照

合
す
る
こ
と
、
金
融
機
関
へ
の
払
込
み
を
行
う
職
員
名

を
行
動
予
定
表
に
表
示
し
て
班
員
間
で
情
報
共
有
す
る

こ
と
に
よ
り
払
込
み
業
務
を
適
正
に
行
う
。

注
意
事
項
②

　
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
管
理
業
務
委
託
に
つ
い

て
、
当
該
契
約
の
失
効
要
件
に
該
当
す
る
構
外
に
わ
た

る
高
圧
配
電
線
路
が
確
認
さ
れ
、
民
間
業
者
に
外
部
委

　
今
後
と
も
、
会
議
等
で
の
指
導
や
講
習
会
を
通
じ

て
、
事
故
防
止
の
周
知
を
徹
底
し
て
い
く
。

二
豊
学
園

平
成
3
0
年
９
月
1
2
日
、
1
0

月
1
9
日

注
意
事
項

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
交
通
事
故
防
止
と
安
全
運
転
の
励
行
に
つ
い
て
、
毎

週
開
催
す
る
園
内
定
例
研
修
で
繰
り
返
し
指
導
し
て
い

る
。

　
ま
た
、
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に
は
、
交
通
安
全
教

育
車
や
危
険
予
測
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
活
用
し
た
交
通
安

全
教
育
を
個
別
に
実
施
し
た
。

　
今
後
と
も
、
職
場
研
修
を
通
じ
て
交
通
事
故
防
止
の

周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
く
。

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

平
成
3
0
年
８
月
3
1
日
、
1
0

月
1
9
日

注
意
事
項

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
デ
イ
ケ
ア
に
係
る
セ
ン

タ
ー
使
用
料
等
と
し
て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に

定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い

込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
ｅ
－
オ
フ
ィ
ス
シ
ス
テ
ム
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
機
能
を

使
い
、
払
い
込
み
予
定
日
を
会
計
職
員
全
員
で
把
握
で

き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
当
日
は
お
互
い
に
声
掛

け
を
行
う
よ
う
に
し
た
。

　
今
後
と
も
、
会
計
職
員
同
士
の
情
報
共
有
の
強
化
を

通
じ
て
、
現
金
出
納
事
務
の
適
正
な
処
理
を
徹
底
し
て

い
く
。

（
知
事
部
局
・
商
工
観
光
労
働
部
）

産
業
科
学
技
術
セ
ン

タ
ー

平
成
3
0
年
1
2
月
５
日
、
平

成
3
1
年
１
月
1
0
日

注
意
事
項

　
Ｘ
線
光
電
子
分
光
分
析
装
置
保
守
点
検
業
務
委
託
に

つ
い
て
、
保
守
契
約
仕
様
書
で
定
め
た
一
部
の
点
検
業

務
が
遅
延
し
契
約
期
間
終
了
後
の
翌
会
計
年
度
に
実
施

さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
業
務
が
完
了
し
た
も

の
と
し
て
作
業
報
告
書
を
回
覧
決
裁
す
る
な
ど
、
履
行

確
認
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
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場
内
施
設
に
設
置
さ
れ
て
い
る
法
定
点
検
対
象
施
設

以
外
の
消
火
器
に
つ
い
て
、
消
防
用
設
備
点
検
業
者
立

会
い
の
も
と
、
配
置
箇
所
の
確
認
と
消
火
器
点
検
を
平

成
3
1
年
１
月
3
1
日
に
行
っ
た
結
果
、
1
0
年
経
過
し
耐
圧

性
能
点
検
が
必
要
な
消
火
器
が
5
4
本
中
８
本
認
め
ら
れ

た
。

　
経
済
性
を
勘
案
し
、
当
該
消
火
器
に
つ
い
て
は
廃
棄

し
、
新
規
に
８
本
を
購
入
し
た
。

　
今
後
は
法
定
点
検
対
象
施
設
と
敷
地
内
牛
舎
や
法
定

点
検
対
象
で
は
な
い
施
設
内
の
消
火
器
点
検
を
同
時
に

実
施
す
る
こ
と
と
し
、
適
正
な
管
理
に
努
め
る
。

農
林
水
産
研
究
指
導

セ
ン
タ
ー
林
業
研
究

部

平
成
3
0
年
９
月
1
1
日
、
1
0

月
1
5
日

注
意
事
項

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
物
品
貸
付
料
と
し
て
領

収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え

て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
定
期
監
査
の
対
応
準
備
を
す
る
中
で
運
用
の
誤
り
に

気
づ
き
、
平
成
3
0
年
５
月
以
降
は
、
月
末
前
日
ま
で
に

領
収
し
た
物
品
貸
付
料
は
必
ず
月
末
に
払
い
込
み
、
月

末
当
日
に
領
収
し
た
分
の
み
を
翌
月
初
日
に
払
い
込
む

こ
と
を
徹
底
し
て
い
る
。

　
今
後
も
会
計
規
則
の
内
容
を
正
確
に
把
握
し
、
適
正

に
誤
り
な
く
事
務
を
執
行
す
る
よ
う
努
め
る
。

農
林
水
産
研
究
指
導

セ
ン
タ
ー
水
産
研
究

部

平
成
3
0
年
1
0
月
2
2
日
、
1
0

月
2
3
日
、
1
1
月
2
0
日

注
意
事
項

　
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
係
る
庁
舎
等
管
理

費
に
つ
い
て
、
使
用
許
可
し
て
い
る
庁
舎
以
外
で
使
用

し
た
水
道
料
を
含
め
、
過
大
に
徴
収
し
て
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
本
館
以
外
の
水
道
料
と
下
水
道
料
を
庁
舎
管
理
費
の

算
定
に
含
め
て
い
た
時
期
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
を
除
外

の
う
え
、
遡
及
し
て
再
算
定
を
行
い
、
目
的
外
使
用
許

可
に
係
る
団
体
に
対
し
還
付
を
行
っ
た
。

　
ま
た
、
平
成
3
0
年
度
後
期
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
事

務
処
理
を
行
っ
た
。

託
で
き
な
い
案
件
で
あ
り
、
ま
た
、
法
の
規
定
に
よ
り

毎
月
１
回
以
上
の
法
定
点
検
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
年
に
わ
た
り
隔
月
点
検
を

行
う
旨
の
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

措
置
状
況
②

　
構
外
に
わ
た
る
高
圧
配
電
線
路
を
廃
止
・
撤
去
す
る

た
め
、
公
道
で
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
敷
地
で
直
接

電
気
を
引
き
込
む
よ
う
受
変
電
設
備
等
の
改
修
工
事
を

行
い
、
平
成
3
1
年
２
月
に
完
成
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
管
理
業
務

を
民
間
業
者
に
外
部
委
託
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
法
定

点
検
も
隔
月
実
施
で
法
の
規
定
を
満
た
す
こ
と
と
な
っ

た
。
今
後
も
外
部
委
託
に
よ
り
、
自
家
用
電
気
工
作
物

を
適
正
に
保
安
管
理
す
る
。

農
林
水
産
研
究
指
導

セ
ン
タ
ー
農
業
研
究

部
花
き
グ
ル
ー
プ

平
成
3
0
年
1
2
月
1
3
日

注
意
事
項

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
生
産
物
売
払
収
入
と
し

て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を

超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
月
末
の
前
日
に
、
管
理
担
当
の
職
員
２
人
以
上
で
現

金
の
保
管
状
況
を
確
認
し
、
現
金
保
管
が
あ
れ
ば
翌
日

に
銀
行
に
払
い
込
む
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
ま
た
、
月
末
日
に
現
金
収
納
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

当
日
収
納
が
可
能
で
あ
れ
ば
当
日
に
銀
行
に
払
い
込
む

が
、
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
翌
月
初
日
の
開
庁
日
に
払

い
込
む
こ
と
の
確
認
を
２
人
以
上
の
管
理
担
当
の
職
員

で
情
報
共
有
す
る
こ
と
と
し
た
。

農
林
水
産
研
究
指
導

セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究

部

平
成
3
0
年
1
0
月
1
0
日
、
1
0

月
1
1
日
、
1
1
月
2
7
日

注
意
事
項

　
消
防
用
設
備
に
つ
い
て
、
長
期
に
わ
た
り
一
部
の
消

火
器
具
の
定
期
点
検
を
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
ほ
か
、

製
造
年
か
ら
1
0
年
を
経
過
し
た
消
火
器
具
の
耐
圧
性
能

点
検
を
実
施
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
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措
置
状
況

　
今
後
は
、
前
年
度
の
利
用
実
績
な
ど
を
踏
ま
え
、
年

間
利
用
金
額
を
詳
細
に
検
討
し
、
適
正
か
つ
計
画
的
な

予
算
執
行
を
徹
底
す
る
。

（
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
）

教
育
人
事
課

平
成
3
0
年
８
月
2
3
日
、
８

月
3
0
日
、
９
月
５
日
、
９

月
６
日

注
意
事
項

　
扶
養
手
当
に
つ
い
て
、
扶
養
親
族
に
基
準
額
を
超
え

る
所
得
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
当
を
支
給
し

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
本
件
手
当
の
認
定
権
者
（
学
校
支
援
セ
ン
タ
ー
）
に

お
い
て
所
得
確
認
を
行
い
、
そ
れ
を
受
け
て
教
育
人
事

課
に
お
い
て
返
納
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
認
定

権
者
及
び
所
管
す
る
市
教
育
委
員
会
に
対
し
て
再
発
防

止
を
求
め
た
。

　
今
後
は
関
係
機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
、
給
与
事
務

担
当
者
会
議
等
の
機
会
を
通
じ
て
同
様
の
誤
り
が
生
じ

な
い
よ
う
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
く
。

中
津
教
育
事
務
所

平
成
3
0
年
８
月
2
2
日
、
８

月
2
3
日
、
９
月
2
6
日

注
意
事
項

　
電
信
電
話
料
に
つ
い
て
、
前
年
度
の
利
用
に
係
る
通

話
料
を
翌
年
度
の
予
算
で
支
出
し
て
い
る
事
例
が
認
め

ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
再
度
会
計
年
度
の
区
分
を
意
識
し
適
切
に
会
計
処
理

を
行
う
よ
う
注
意
す
る
。

　
特
に
年
度
初
め
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
会
計
年
度
が

混
在
す
る
こ
と
か
ら
、
職
員
全
体
で
会
計
年
度
の
意
識

を
強
く
も
っ
て
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

教
育
セ
ン
タ
ー

平
成
3
0
年
1
1
月
2
6
日
、
平

成
3
1
年
１
月
1
0
日

注
意
事
項

　
非
常
勤
職
員
の
通
勤
費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
高
速
道

路
利
用
料
金
の
加
算
額
の
算
定
を
誤
り
、
過
大
に
支
給

し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
返
納
処
理
を
行
っ
た
。

　
今
後
と
も
引
き
続
き
、
適
正
な
事
務
処
理
を
行
う
。

玖
珠
家
畜
保
健
衛
生

所

平
成
3
0
年
９
月
2
1
日
、
1
0

月
3
1
日

注
意
事
項

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
交
通
安
全
に
関
す
る
職
場
研
修
を
実
施
し
、
事
故
の

原
因
や
事
例
ご
と
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
確
認
し
、
交
通

事
故
再
発
防
止
の
注
意
喚
起
を
行
な
っ
た
。

　
ま
た
業
務
が
立
て
込
む
等
で
焦
り
が
生
じ
や
す
い
繁

忙
期
に
事
故
が
起
き
や
す
い
た
め
、
余
裕
を
も
っ
た
運

転
を
心
掛
け
る
、
運
転
が
不
慣
れ
な
職
員
に
は
指
導
者

が
同
乗
し
て
徐
々
に
慣
ら
し
て
い
く
な
ど
、
今
後
と
も

交
通
事
故
再
発
防
止
に
努
め
る
。

宇
佐
家
畜
保
健
衛
生

所

平
成
3
0
年
９
月
1
4
日
、
1
1

月
２
日

注
意
事
項

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
証
紙
売
払
収
入
と
し
て

領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超

え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
職
員
を
対
象
に
収
入
業
務
に
か
か
る
会
計
規
則
の
研

修
を
行
い
周
知
徹
底
を
図
っ
た
。

　
金
庫
横
に
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
を
設
置
し
、
収
入
の
予

定
を
記
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
絡
漏
れ
等
の
防
止
を

図
る
こ
と
と
し
た
。

　
収
入
事
務
担
当
者
は
、
毎
日
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
及
び

金
庫
の
保
管
現
金
の
状
況
を
確
認
し
、
指
定
金
融
機
関

へ
の
払
込
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

（
知
事
部
局
・
土
木
建
築
部
）

玉
来
ダ
ム
建
設
事
務

所

平
成
3
0
年
８
月
3
0
日
、
1
0

月
1
0
日

注
意
事
項

　
大
手
町
駐
車
場
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
に
つ
い
て
、
年

度
末
に
購
入
し
た
全
て
を
翌
年
度
へ
繰
越
し
た
結
果
、

繰
越
額
が
当
該
年
度
の
使
用
額
を
上
回
る
な
ど
、
計
画

的
な
予
算
執
行
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。
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出
発
時
刻
に
よ
り
加
算
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
。

国
東
高
等
学
校

平
成
3
0
年
1
0
月
2
3
日
、
1
0

月
2
4
日

注
意
事
項

　
劇
物
に
つ
い
て
、
出
納
簿
に
受
払
の
記
録
が
さ
れ
て

い
な
い
事
例
が
散
見
さ
れ
た
ほ
か
、
使
用
簿
に
つ
い
て

も
一
部
の
劇
物
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
当
該
劇

物
を
使
用
し
た
日
や
数
量
が
確
認
で
き
な
い
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
出
納
簿
・
使
用
簿
と
も
に
追
加
整
備
し
た
。

　
今
後
、
出
納
簿
・
使
用
簿
を
購
入
・
使
用
の
都
度
整

理
し
、
複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
こ
と
で
ミ
ス
の
防
止

を
図
る
。

日
出
総
合
高
等
学
校
平
成
3
0
年
1
1
月
８
日

注
意
事
項
①

　
浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
等
に
関
す
る
委
託
契
約

に
つ
い
て
、
浄
化
槽
清
掃
業
の
許
可
を
有
し
て
い
な
い

者
と
契
約
を
締
結
し
、
実
際
の
清
掃
業
務
は
契
約
書
等

に
記
載
の
な
い
別
の
清
掃
許
可
業
者
が
行
っ
て
い
る
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

　
浄
化
槽
の
保
守
管
理
業
務
委
託
契
約
書
（
契
約
期

間
：
平
成
2
9
年
1
0
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
９
月
3
0
日
ま

で
）
に
、
「
清
掃
に
つ
い
て
は
有
資
格
者
が
行
う
」
旨

記
載
し
、
許
可
書
の
写
し
を
添
付
し
た
。

　
今
後
は
、
契
約
締
結
の
際
、
清
掃
を
行
う
業
者
を
確

認
し
、
契
約
の
相
手
方
と
清
掃
業
者
が
異
な
る
場
合

は
、
そ
の
旨
を
契
約
書
に
記
載
の
う
え
、
許
可
証
の
写

し
を
添
付
す
る
こ
と
と
し
た
。

注
意
事
項
②

　
学
校
農
場
の
水
道
料
に
つ
い
て
、
年
々
急
激
に
増
大

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
漏
水
対
策
等
の
措
置
が
十

分
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

　
平
成
3
0
年
1
2
月
３
日
に
、
再
度
漏
水
調
査
を
行
い
、

地
中
４
箇
所
で
漏
水
の
疑
い
が
あ
る
箇
所
を
発
見
し
、

　
今
後
は
根
拠
確
認
を
徹
底
し
、
必
ず
複
数
の
職
員
で

確
認
す
る
。

九
重
青
少
年
の
家

平
成
3
0
年
1
0
月
1
2
日

注
意
事
項

　
特
地
勤
務
手
当
の
う
ち
、
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る

手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
期
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
手
当
を
支
給
し
て
い
な
か
っ
た
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
追
加
支
給
を
行
っ
た
。

　
今
後
は
年
度
当
初
に
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

の
支
給
要
件
を
職
員
全
員
で
確
認
し
、
新
採
用
者
、
異

動
者
及
び
年
度
途
中
で
の
転
居
者
等
で
、
支
給
要
件
を

満
た
す
職
員
が
い
な
い
か
確
認
す
る
。

　
ま
た
、
支
給
延
長
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
「
特
地

勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
支
給
調
書
」
を
教
育
人
事
課

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
電
算
入
力
を
行
い
、
給
与
明

細
等
で
支
給
漏
れ
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い

く
。

大
分
県
立
歴
史
博
物

館

平
成
3
0
年
1
0
月
1
2
日

注
意
事
項

　
非
常
勤
職
員
の
日
額
報
酬
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
が

月
の
中
途
に
死
亡
退
職
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
月
末

ま
で
当
該
報
酬
を
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
返
納
処
理
を
行
っ
た
。

　
今
後
、
関
係
規
則
等
に
よ
る
根
拠
の
確
認
を
徹
底
す

る
と
と
も
に
、
複
数
の
職
員
で
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と

と
す
る
。

高
田
高
等
学
校

平
成
2
9
年
９
月
2
8
日

注
意
事
項

　
修
学
旅
行
引
率
の
旅
費
に
つ
い
て
、
早
朝
出
発
に
よ

る
旅
行
雑
費
の
加
算
を
誤
り
過
小
に
支
出
し
て
い
る
事

例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
平
成
2
9
年
度
以
降
、
他
の
所
属
の
取
扱
も
参
考
に
、
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　措
置
状
況
①

　
直
ち
に
徴
収
を
行
っ
た
。

　
行
政
財
産
目
的
外
使
用
許
可
台
帳
に
よ
る
管
理
を
徹

底
し
、
必
ず
複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
。

　注
意
事
項
②

　
学
校
プ
ー
ル
に
使
用
す
る
水
道
に
つ
い
て
、
教
諭
が

水
質
改
善
等
を
目
的
に
プ
ー
ル
の
給
水
を
例
年
と
は
異

な
り
頻
回
に
行
っ
て
い
た
ほ
か
、
プ
ー
ル
水
道
栓
の
閉

栓
を
失
念
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
多
額
の
水
道
料
金

が
発
生
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

　
プ
ー
ル
管
理
委
員
会
を
新
た
に
設
置
し
、
異
状
が
発

生
し
た
場
合
は
、
当
該
委
員
会
に
お
い
て
、
原
因
究
明

及
び
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
プ
ー
ル
の
給
水

は
、
複
数
の
職
員
で
行
う
こ
と
と
し
た
。

情
報
科
学
高
等
学
校
平
成
3
0
年
1
1
月
１
日
、
1
2

月
1
1
日

注
意
事
項

　
教
育
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
係
る
庁
舎
等
管
理

費
に
つ
い
て
、
水
道
料
に
係
る
応
分
の
額
を
含
め
ず
に

算
定
し
た
こ
と
か
ら
過
小
に
徴
収
し
て
い
る
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
教
育
財
務
課
か
ら
、
平
成
3
0
年
３
月
、
庁
舎
管
理
費

の
徴
収
に
つ
い
て
事
務
の
徹
底
を
図
る
旨
の
通
知
を
受

け
、
平
成
3
0
年
度
か
ら
取
扱
い
を
改
め
た
。

　
目
的
外
使
用
許
可
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

同
様
の
事
例
が
生
じ
な
い
よ
う
根
拠
を
徹
底
し
、
必
ず

複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
。

由
布
高
等
学
校

平
成
3
0
年
1
1
月
６
日

注
意
事
項

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
県
立
学
校
証
明
料
と
し

て
領
収
し
た
現
金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を

超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い
込
ん
で
い
る
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

４
箇
所
の
う
ち
３
箇
所
は
1
2
月
2
2
日
ま
で
に
修
繕
が
完

了
し
た
。
残
り
１
箇
所
は
、
漏
水
調
査
専
門
業
者
が
調

査
を
行
な
い
、
漏
水
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
引
き
続
き
、
水
道
量
の
検
針
結
果
を
注
視
し
、
異
状

が
あ
る
場
合
は
原
因
究
明
を
行
い
、
速
や
か
に
対
応
す

る
。

別
府
翔
青
高
等
学
校
平
成
3
0
年
1
2
月
1
3
日

注
意
事
項

　
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
共
済
に
係
る
給

付
金
に
つ
い
て
、
市
の
医
療
費
助
成
制
度
を
利
用
し
て

い
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
十
分
に
行
わ
な
か
っ
た
た

め
、
給
付
金
を
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

措
置
状
況

　
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
災
害
共
済
に
係
る
給

付
金
の
返
納
手
続
を
行
っ
た
。

　
今
後
は
、
公
費
負
担
医
療
制
度
欄
の
記
入
の
徹
底
を

図
る
と
と
も
に
、
記
入
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
に
注
意
喚
起

の
用
紙
を
配
布
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
、
給
付
金
申
請
書
類
等
を
複
数
の
職
員
で
確
認

す
る
体
制
を
整
備
し
た
。

大
分
工
業
高
等
学
校
平
成
3
0
年
1
2
月
1
2
日
、
平

成
3
1
年
１
月
1
8
日

注
意
事
項

　
教
育
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
係
る
庁
舎
等
管
理

費
に
つ
い
て
、
水
道
料
に
係
る
応
分
の
額
を
含
め
ず
に

算
定
し
た
こ
と
か
ら
過
小
に
徴
収
し
て
い
る
事
例
が
認

め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
教
育
財
務
課
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
に
庁
舎
管
理
費
の

徴
収
に
つ
い
て
事
務
の
徹
底
を
図
る
旨
の
通
知
を
受

け
、
平
成
3
0
年
度
か
ら
取
扱
い
を
改
め
た
。

　
目
的
外
使
用
許
可
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

同
様
の
事
例
が
生
じ
な
い
よ
う
根
拠
を
徹
底
し
、
必
ず

複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
。

大
分
豊
府
高
等
学
校
平
成
3
0
年
1
1
月
1
5
日
、
1
2

月
1
7
日

注
意
事
項
①

　
教
育
財
産
の
目
的
外
使
用
料
に
つ
い
て
、
各
年
度
の

開
始
前
に
徴
収
す
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
徴
収
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。
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中
津
東
高
等
学
校

平
成
3
0
年
1
0
月
1
6
日
、
1
0

月
1
7
日
、
1
1
月
2
9
日

注
意
事
項
①

　
県
立
高
等
学
校
授
業
料
に
つ
い
て
、
平
成
2
6
年
４
月

１
日
前
か
ら
引
き
続
き
高
等
学
校
に
在
学
し
、
標
準
修

業
年
限
を
超
え
て
い
な
い
生
徒
に
対
し
て
は
、
授
業
料

を
徴
収
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高

等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
や
、
授
業
料
を
徴
収
し

て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

　
誤
徴
収
し
た
生
徒
へ
は
返
還
し
、
国
庫
支
出
金
に
つ

い
て
も
既
に
返
還
済
み
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
就
学
支

援
金
制
度
に
つ
い
て
研
さ
ん
に
努
め
る
。

注
意
事
項
②

　
通
勤
手
当
に
係
る
特
別
料
金
等
加
算
に
つ
い
て
、
通

勤
手
当
額
を
調
整
す
る
必
要
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
高
速
道
路
の
利
用
要
件
の
解
釈
を
誤
っ
た
た
め
減

額
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

　
直
ち
に
追
給
処
理
を
行
っ
た
。

　
今
後
は
根
拠
確
認
を
徹
底
し
、
必
ず
複
数
の
職
員
で

確
認
す
る
。

注
意
事
項
③

　
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
る
日
に

行
っ
た
対
外
運
動
競
技
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し

て
、
手
当
を
支
給
し
て
い
な
い
な
ど
、
過
小
又
は
過
大

に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
③

　
直
ち
に
追
加
支
給
及
び
返
納
を
行
っ
た
。

　
今
後
、
同
手
当
支
給
時
に
は
、
根
拠
の
確
認
を
徹
底

し
、
必
ず
複
数
の
職
員
に
よ
る
け
ん
制
機
能
の
徹
底
を

行
う
。

由
布
支
援
学
校

平
成
3
0
年
1
0
月
3
1
日

注
意
事
項

　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
運
行
要

領
で
規
定
さ
れ
た
運
転
手
の
作
成
す
る
運
行
前
点
検
表

　
会
計
規
則
の
再
チ
ェ
ッ
ク
や
情
報
の
共
有
化
を
事
務

室
職
員
で
確
認
し
た
。

　
学
校
の
事
情
に
よ
る
収
納
時
期
の
決
定
で
は
な
く
、

会
計
規
則
に
則
っ
た
運
用
を
行
い
、
事
務
室
内
で
の
確

認
に
お
い
て
も
チ
ェ
ッ
ク
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
し
た
。

佐
伯
鶴
城
高
等
学
校
平
成
3
0
年
1
0
月
1
8
日

注
意
事
項

　
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
対
象
と
な
ら
な
い

職
員
の
修
学
旅
行
等
引
率
指
導
の
業
務
に
対
し
て
手
当

を
支
給
し
て
い
た
ほ
か
、
対
外
運
動
競
技
等
引
率
指
導

業
務
手
当
及
び
部
活
動
手
当
に
つ
い
て
、
過
大
又
は
過

小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
追
加
支
給
及
び
返
納
を
行
っ
た
。

　
今
後
、
同
手
当
支
給
時
に
は
、
根
拠
の
確
認
を
徹
底

し
、
必
ず
複
数
の
職
員
に
よ
る
け
ん
制
機
能
の
徹
底
を

行
う
。

日
田
三
隈
高
等
学
校
平
成
3
0
年
９
月
2
6
日

注
意
事
項

　
特
殊
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
部
活
動
指
導
業
務
の
実

施
時
間
に
応
じ
た
単
価
を
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、
適
用

を
誤
っ
た
こ
と
か
ら
、
手
当
を
過
大
に
支
給
し
て
い
る

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
返
納
処
理
を
行
っ
た
。

　
今
後
、
同
手
当
支
給
時
に
は
、
根
拠
の
確
認
を
徹
底

し
、
必
ず
複
数
の
職
員
に
よ
る
け
ん
制
機
能
の
徹
底
を

行
う
。

日
田
林
工
高
等
学
校
平
成
3
0
年
９
月
2
5
日

注
意
事
項

　
通
勤
手
当
に
係
る
特
別
料
金
等
加
算
に
つ
い
て
、
高

速
道
路
利
用
回
数
が
利
用
要
件
に
達
し
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
翌
月
の
通
勤
手
当
額
を
減
額
調
整
し
て

い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
直
ち
に
返
納
処
理
を
行
っ
た
。

　
今
後
は
根
拠
確
認
を
徹
底
し
、
必
ず
複
数
の
職
員
で

確
認
す
る
。



令
和
元
年
八
月
九
日

九

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

措
置
状
況

　
必
ず
領
収
日
当
日
中
に
事
務
担
当
者
に
現
金
を
引
き

渡
す
よ
う
、
各
担
当
教
員
に
周
知
徹
底
し
た
。

大
分
支
援
学
校

平
成
3
0
年
1
2
月
４
日

注
意
事
項

　
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
に
つ
い
て
、
付
添
人
認

定
要
件
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

交
通
費
を
過
小
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
対
象
者
全
員
分
を
再
度
計
算
し
、
該
当
者
に
は
追
加

給
付
を
行
っ
た
。

　
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
制
度
に
つ
い
て
、
学
校

事
務
職
員
間
で
研
さ
ん
に
努
め
、
再
発
防
止
に
努
め

る
。

中
津
支
援
学
校

平
成
3
0
年
1
0
月
1
0
日
、
1
1

月
1
3
日

注
意
事
項
①

　
修
学
旅
行
の
旅
費
に
つ
い
て
、
実
際
の
宿
泊
代
が
、

通
常
の
県
外
旅
費
の
取
扱
い
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
旅
費

の
宿
泊
料
を
超
え
て
お
り
当
該
宿
泊
施
設
の
宿
泊
代
相

当
額
を
支
給
す
べ
き
と
こ
ろ
、
通
常
の
宿
泊
料
を
支
給

し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
①

　
直
ち
に
追
給
処
理
を
行
っ
た
。

　
今
後
は
旅
費
取
扱
要
領
に
よ
る
根
拠
確
認
を
徹
底

し
、
必
ず
複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
。

注
意
事
項
②

　
通
勤
手
当
に
係
る
特
別
料
金
等
加
算
に
つ
い
て
、
高

速
道
路
利
用
回
数
が
支
給
要
件
に
達
し
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
翌
月
の
通
勤
手
当
額
を
調
整
し
て
い
な

か
っ
た
事
例
や
、
通
勤
手
当
額
の
調
整
の
算
定
を
誤

り
、
調
整
額
が
過
大
又
は
過
小
に
な
っ
て
い
た
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況
②

　
直
ち
に
追
給
処
理
及
び
返
納
を
行
っ
た
。

等
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
契
約
事
項
が
適
正
に

履
行
さ
れ
て
い
な
い
事
例
が
確
認
さ
れ
た
。

　措
置
状
況

　
受
託
業
者
か
ら
、
健
康
診
断
書
等
の
提
出
を
求
め
、

日
常
点
検
表
等
を
作
成
し
た
。

　
今
後
は
、
運
行
要
領
を
十
分
確
認
し
、
適
切
に
事
務

処
理
を
行
う
よ
う
務
め
る
。

臼
杵
支
援
学
校

平
成
3
0
年
1
2
月
1
9
日
、
平

成
3
1
年
１
月
1
8
日

注
意
事
項

　
特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
に
つ
い
て
、
保
護
者
等

が
自
家
用
車
を
使
用
す
る
場
合
の
交
通
費
の
算
定
に
あ

た
り
、
通
学
距
離
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
交
通
費
を
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

措
置
状
況

　
対
象
者
全
員
に
つ
い
て
再
確
認
し
、
過
大
支
給
の
該

当
者
は
既
に
返
納
を
行
っ
た
。

　
今
後
同
様
の
事
例
が
生
じ
な
い
よ
う
、
主
任
、
副
任

に
よ
る
確
認
を
行
う
な
ど
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。

南
石
垣
支
援
学
校

平
成
3
0
年
1
2
月
2
0
日

注
意
事
項

　
物
品
購
入
契
約
に
つ
い
て
、
平
成
2
9
年
度
中
に
納
品

さ
れ
た
物
品
を
翌
年
度
の
予
算
で
支
払
っ
て
い
る
事
例

が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
、
発
注
や
納
品
の
実
態
を

踏
ま
え
再
度
会
計
年
度
の
区
分
を
意
識
し
、
適
切
に
会

計
処
理
を
行
う
よ
う
注
意
す
る
。

　
特
に
年
度
初
め
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度

が
混
在
す
る
こ
と
か
ら
、
職
員
全
体
で
会
計
年
度
の
意

識
を
強
く
も
っ
て
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

新
生
支
援
学
校

平
成
3
0
年
1
1
月
６
日

注
意
事
項

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
生
産
物
売
払
収
入
と
し

て
領
収
し
た
現
金
の
現
金
出
納
表
へ
の
記
載
が
遅
延
し

た
こ
と
で
、
収
納
金
の
払
込
み
が
会
計
規
則
に
定
め
ら

れ
た
期
間
を
超
え
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。



令
和
元
年
八
月
九
日

一
〇

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

関
係
簿
冊
で
再
確
認
を
行
い
、
ミ
ス
の
防
止
を
図
る
。

佐
伯
警
察
署

平
成
3
0
年
1
0
月
2
2
日
、
1
1

月
2
0
日

注
意
事
項

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
本
件
事
故
発
生
後
、
当
該
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に

対
し
て
、
署
幹
部
が
交
通
事
故
防
止
の
面
接
指
導
を
実

施
し
た
。

　
ま
た
、
署
員
に
対
し
て
は
朝
礼
時
に
副
署
長
が
事
故

の
発
生
要
因
及
び
注
意
事
項
を
含
め
公
用
車
事
故
の
再

発
防
止
の
指
導
教
養
を
実
施
し
た
。

　
今
後
も
引
き
続
き
、
朝
礼
や
例
会
等
を
通
じ
て
、
交

通
事
故
防
止
の
教
養
を
反
復
・
継
続
し
て
実
施
す
る
ほ

か
、
安
全
運
転
教
養
訓
練
を
行
い
署
員
の
交
通
安
全
意

識
の
高
揚
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

臼
杵
津
久
見
警
察
署
平
成
3
0
年
1
2
月
1
9
日
、
平

成
3
1
年
１
月
2
3
日

注
意
事
項

　
猟
銃
安
全
指
導
委
員
の
報
償
費
に
つ
い
て
、
平
成
2
9

年
度
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
翌

年
度
の
予
算
で
支
出
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
予
算
執
行
を
伴
う
事
業
に
つ
い
て
は
、
幹
部
会
議
等

に
お
い
て
、
当
該
事
業
の
年
間
計
画
を
主
管
課
長
か
ら

会
計
課
長
へ
事
前
に
情
報
提
供
す
る
と
と
も
に
、
事
業

実
施
時
に
は
事
業
実
施
伺
い
や
通
知
文
書
等
で
会
計
課

長
合
議
を
徹
底
す
る
。

　
ま
た
、
会
計
課
で
は
予
算
の
措
置
状
況
を
再
確
認

し
、
適
正
な
予
算
執
行
に
努
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

監
査
委
員
公
表
第
6
4
4
号

　
平
成
3
1
年
３
月
2
9
日
付
け
監
査
第
6
4
0
号
で
提
出
し
た
臨
時
監
査
結
果
の
報
告
に
対
し
、
大
分
県
知
事
か

ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
1
2
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
元
年
８
月
９
日

大
分
県
監
査
委
員
　
　
首
　
　
　
藤
　
　
　
博
　
　
　
文
　

　
今
後
は
根
拠
確
認
を
徹
底
し
、
必
ず
複
数
の
職
員
で

確
認
す
る
。

（
警
察
本
部
）

大
分
中
央
警
察
署

平
成
3
0
年
1
1
月
2
6
日
、
1
1

月
2
7
日
、
1
2
月
2
1
日

注
意
事
項

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

措
置
状
況

　
本
件
事
故
発
生
後
、
当
該
事
故
を
起
こ
し
た
職
員
に

対
し
て
、
署
幹
部
が
交
通
事
故
防
止
の
面
接
指
導
を
実

施
し
た
。

　
ま
た
、
署
員
に
対
し
て
は
朝
礼
時
に
副
署
長
が
事
故

の
発
生
要
因
及
び
注
意
事
項
を
含
め
公
用
車
事
故
の
再

発
防
止
の
指
導
教
養
を
実
施
し
た
。

　
今
後
も
引
き
続
き
、
朝
礼
や
例
会
等
を
通
じ
て
、
交

通
事
故
防
止
の
教
養
を
反
復
・
継
続
し
て
実
施
す
る
ほ

か
、
安
全
運
転
教
養
訓
練
を
行
い
署
員
の
交
通
安
全
意

識
の
高
揚
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

大
分
東
警
察
署

平
成
3
0
年
1
1
月
1
3
日
、
1
2

月
2
1
日

注
意
事
項

　
長
期
臨
時
職
員
の
休
暇
欠
勤
処
理
に
お
い
て
、
年
次

有
給
休
暇
の
付
与
を
誤
り
、
本
来
、
欠
勤
と
す
べ
き
と

こ
ろ
を
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
処
理
し
、
賃
金
を
過
払

い
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
誤
っ
て
付
与
し
た
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
は
、
欠

勤
処
理
を
行
っ
た
う
え
、
既
に
支
給
し
た
賃
金
を
返
納

処
理
し
た
。

　
今
後
は
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
を
理
解
し
、
総
務

課
に
お
い
て
は
、
長
期
臨
時
職
員
を
採
用
し
た
際
は
任

用
期
間
を
確
認
の
う
え
、
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
で
き

る
時
期
と
付
与
日
数
に
つ
い
て
誤
り
が
な
い
よ
う
に
算

出
し
、
年
次
有
給
休
暇
簿
に
記
載
す
る
。

　
ま
た
、
主
管
課
の
幹
部
は
、
当
該
長
期
臨
時
職
員
に

対
し
て
、
配
置
時
に
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
で
き
る
時

期
と
付
与
日
数
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
付
与
す
る
際

は
決
裁
で
残
日
数
を
確
認
す
る
。

　
会
計
課
で
は
、
就
労
調
書
作
成
時
に
誤
り
が
な
い
か



令
和
元
年
八
月
九
日

一
一

大
分
県
報
（
監
査
公
表
・
公
告
・
正
誤
）

大
分
県
監
査
委
員
　
　
長
　
　
　
野
　
　
　
恭
　
　
　
子
　

大
分
県
監
査
委
員
　
　
三
　
　
　
浦
　
　
　
正
　
　
　
臣
　

大
分
県
監
査
委
員
　
　
小
　
　
　
嶋
　
　
　
秀
　
　
　
行
　

注
意
事
項
に
つ
い
て
の
措
置
状
況

監
査
対
象
機
関

監
査
実
施
日

監
査
結
果
の
注
意
事
項
及
び
そ
の
措
置
状
況

（
知
事
部
局
・
福
祉
保
健
部
）

西
部
保
健
所
地
域
福

祉
室

平
成
3
1
年
１
月
2
9
日

注
意
事
項

　
通
勤
手
当
に
係
る
特
別
料
金
等
加
算
に
つ
い
て
、
高

速
道
路
利
用
回
数
が
利
用
要
件
に
達
し
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
翌
月
の
通
勤
手
当
額
を
減
額
調
整
し
て

い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

措
置
状
況

　
指
摘
後
直
ち
に
集
中
化
所
属
の
総
務
担
当
班
及
び
地

域
福
祉
室
の
職
員
に
対
し
、
通
勤
手
当
の
適
正
な
事
務

処
理
に
つ
い
て
改
め
て
周
知
を
図
っ
た
。

　
今
後
は
、
地
域
福
祉
室
及
び
集
中
化
所
属
の
班
総
括

等
が
毎
月
通
勤
手
当
の
状
況
を
確
認
す
る
な
ど
、
双
方

に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
確
立
す
る
。

三　

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間
及
び
提
出
先

　
　

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
生
産
事
業
者
講
習
会
受
講
申
込
書
を
令
和
元
年
八
月
二
十
八
日
ま
で

　

に
住
所
地
を
管
轄
す
る
大
分
県
各
振
興
局
農
山
（
漁
）
村
振
興
部
又
は
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
室

　

に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

講
習
手
数
料

　
　

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
手
数
料
と
し
て
、
一
万
四
千
円
の
大
分

　

県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

五　

そ
の
他

　
　

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

○
正
　
　
　
　
　
誤

　

令
和
元
年
六
月
七
日
付
け
大
分
県
報
第
一
〇
号
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
五
十
九
号
（
指
定
予
定
保
安
林
）

中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

二

上

右
か
ら
十
四

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合

の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

令
和
元
年
六
月
十
一
日
付
け
大
分
県
報
第
一
一
号
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
六
十
五
号
（
指
定
予
定
保
安

林
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

三

上

右
か
ら
十
四

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合

の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生

産
事
業
者
講
習
会
を
開
催
す
る
。

　
　

令
和
元
年
八
月
九
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

　

１　

日
時　

令
和
元
年
九
月
四
日　

午
前
十
時
か
ら

　

２　

場
所　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
庁
舎
本
館　

八
階　

八
一
会
議
室

二　

講
習
内
容

　

１　

種
苗
に
関
す
る
法
令　

二
時
間

　

２　

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項　

二
時
間

　

３　

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項　

二
時
間


